
（10）

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
（
入
門
課

　

程
・
基
礎
課
程
）
修
了
者
で
あ
っ

　

て
平
成
30
年
度
手
話
通
訳
者
養
成

　

講
座
を
受
講
す
る
意
志
の
あ
る
方

儡
無
料

 

７
月
10
日（
月
）〜
８
月
５
日（
土
）

に
問
い
合
わ
せ
先
へ「
受
講
申
込

書
」を
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
来
所
に
て
。

　

健
康
福
祉
課
に
も
受
講
申
込
書
が

　

あ
り
ま
す
。

住
民
課　
　
　

撒（
57
）４
１
３
６

　

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

撒
０
２
８（
６
２
７
）６
８
０
５
（
代
表
）

　

国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
平
成
29

年
８
月
か
ら
70
歳
以
上
の
高
額
療
養

費
の
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

ひ
と
月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
高

額
に
な
り
、
決
め
ら
れ
た
上
限
額
を

超
え
た
場
合
に
、
上
限
額
を
超
え
て

お
支
払
い
い
た
だ
い
た
分
を
払
い
戻

す
制
度
で
す
。

　

ご
自
身
が
ど
の
適
用
区
分
に
該
当

す
る
か
は
、
被
保
険
者
証
ま
た
は
、

限
度
額
認
定
証
で
確
認
で
き
ま
す
。

※
健
康
保
険
組
合
、
全
国
健
康
保
険

　

協
会
、
共
済
組
合
、
国
民
健
康
保

　

険
組
合
に
ご
加
入
の
方
は
ご
加
入

　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込儡

健
康
福
祉
課　

撒（
57
）４
１
９
６

　

地
域
に
は
高
齢
の
一
人
暮
ら
し
・

高
齢
者
世
帯
・
要
介
護
の
方
・
障
が

い
の
あ
る
方
な
ど
日
常
の
見
守
り
が

必
要
な
方
や
、
災
害
時
に
支
援
が
必

要
な
方
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
地
域
の
み
な
さ
ん
と
協

力
し
て
見
守
り
が
必
要
な
方
々
が
住

み
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
生
活
が

で
き
る
よ
う
に
、
さ
り
げ
な
い
見
守

り
や
ち
ょ
っ
と
し
た
気
づ
き
を
通
し

て
、
認
知
症
ケ
ア
や
異
変
の
早
期
発

見
に
つ
な
が
る
よ
う
地
域
に
安
心
の

輪
を
広
げ
る
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

随
時
、
要
配
慮
者
（
見
守
ら
れ
る

人
）
又
は
協
力
員
（
見
守
る
人
）
の

登
録
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

①
声
か
け
、
訪
問
に
よ
る
日
常
の
安

　

否
確
認　

　

・
郵
便
物
や
新
聞
が
ポ
ス
ト
に
た

　
　

ま
っ
て
い
る

　

・
何
日
も
同
じ
洗
濯
物
が
干
し
て

　
　

あ
る

　

・
い
つ
も
の
時
間
に
雨
戸
が
開
か
な
い

　

・
最
近
外
出
し
て
い
る
姿
を
見
な
い

②
異
変
を
発
見
し
た
場
合
の
必
要
な

　

支
援（
町
・
消
防
に
連
絡
）

　

・
不
自
然
な
服
装
（
パ
ジ
ャ
マ
や

　
　

季
節
に
合
わ
な
い
服
装
な
ど
）

　
　

を
し
て
い
る

　

・
帰
り
道
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

　
　

い
る
様
子
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い

　
　

る

③
災
害
時
の
支
援（
避
難
誘
導
支
援
）

※
緊
急
性
の
あ
る
場
合
に
は
、救
急
・

　

警
察
へ
の
通
報
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

要
配
慮
者（
見
守
ら
れ
る
人
）又
は

　

協
力
員（
見
守
る
人
）の
ご
登
録
は

　

健
康
福
祉
課
ま
で
。

社
会
福
祉
法
人
栃
木
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

撒
０
２
８（
６
２
１
）６
２
０
８

　

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
修
了
者
に

対
し
て
、
手
話
通
訳
者
養
成
講
習
会

の
受
講
を
目
指
す
人
の
た
め
の
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。

９
月
12
日
〜
平
成
30
年
３
月
13
日

　

の
第
２
・
第
４
火
曜
日（
全
12
回
）

　

10
時
〜
12
時

と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
２
階
（
第
１

　

研
修
室
）

　

宇
都
宮
市
若
草
１-

１
０-

６

30
名

　

の
医
療
保
険
者
ま
で
、
野
木
町
国

　

民
健
康
保
険
加
入
の
方
は
町
住
民

　

課
ま
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

の
方
は
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療

　

広
域
連
合
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。


